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番号 事業名 会計 款 項 目 説明事業

B10
民間社会福祉施設整備促進事業費 民生費 民間社会福祉施設整備促進事業費

埼玉県民間社会福祉施設整備促進事業実施要綱 宣言項目   

分野施策 010103 児童虐待防止・児童養護対策の充実

１　事業概要 ５　事業説明

２　事業主体及び負担区分

３　地方財政措置の状況

　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

予算額

財　　源　　内　　訳

一般財源
諸 収 入 県　債

決定額 △85,074 △85,000 △74 296,423

現計額 381,497 3,439 372,000 6,058

平成30年度予算見積調書(2月補正予算)
課室名:

担当名:

内線: (単位：千円)

一般会
計

社会福
祉費

社会福祉総務
費

事 業
期 間

平成 7年度～ 根 拠
法 令

　民間社会福祉施設の建設に際し、社会福祉法人等に整
備資金の貸付けを行うとともに、その償還元金及び利子
を補助することにより、当該法人の負担を軽減し、整備
の促進を図る。
　　　　　　　　　　　　
（１）補助金　　　　　　　　　　　　△85,074千円
　　　新規施設整備が国庫補助協議等において対象外と
　　なったことによる減
　

（１）事業内容
　　ア　貸付金（指定金融機関預託金）　  3,439千円
　　イ　補助金　　　　　　　　　　　　378,058千円

（２）事業計画
　　ア　継続分(平成20年度以前（預託）)
　　  (ｱ) 県は指定金融機関（埼玉りそな銀行）に貸付相当額の10/15を預託する。
　　　(ｲ) 県は指定金融機関に社会福祉法人等に対して、国庫補助基本額の1/4相当額に各対象施設ごとの補助率を乗じ
        た額で貸付けを行わせる。
　　　(ｳ) 県は社会福祉法人等に対し、償還元金及び利子の10/10を補助する。
　　イ　新規分（平成21年度以降（補助））
　　　　県は、社会福祉法人等に対して国庫補助基本額の1/4相当額（事業者が負担する経費）に補助率を乗じた額を補
　　　助する。
　　ウ　対象者
　　　　社会福祉法人等
　　　　平成15年度から政令指定都市及び中核市の施設整備は対象外
　　エ　対象経費
　　　　施設整備（創設、増改築、改築等）等に係る経費

（３）事業効果
　　　社会福祉法人等に償還元金及び利子等の補助を行うことにより法人の負担を軽減し、民間社会福祉施設の整備を促
　　進することができた。
　　　　　実績  平成26年度       61件      373,385千円
　　　　　　　　平成27年度　　　 39件　　　152,750千円
　　　　　　　　平成28年度　　　 32件　　　160,134千円

（４）補正予算の概要
　　　新規施設整備が国庫補助協議等において対象外となったことによる減額

（１）（県10/10）
（２）国庫補助事業で事業者が負担する経費のうち
　　　（県1/2)事業者1/2

　9,500千円×1.6人＝15,200千円

補正後の
予算額
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